
前橋市監査委員公表第１７号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基

づき、定期監査を実施しましたので、同条第９項の規定により、別紙のとおり公表

します。  
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  内 監          

                          令和８年１月１９日   

 

前 橋 市 長 小 川   晶 様 

前橋市議会議長 富 田 公 隆 様 

 

 

前橋市監査委員  関   哲 哉      

同     澤 口 俊 行      

同     横 山 勝 彦      

                    同     近 藤   登      

 

定期監査の結果について（報告） 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、

定期監査を実施したので、同条第９項の規定により、別紙のとおり報告します。 

 



定期監査結果報告書 

 

１ 監査基準への準拠 

  本監査は、前橋市監査委員監査基準（令和２年前橋市監査委員告示第１号。以

下「監査基準」という。）に準拠し実施しました。 

 

２ 監査の種類 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に

基づき毎年度実施する財務監査 

 

３ 監査の対象 

 (1) 対象部局 

   総務部 

     秘書課、職員課、文書法制課、契約監理課、防災危機管理課 

   健康部 

    保健総務課、健康増進課、保健予防課、衛生検査課、国民健康保険課 

 

 (2) 対象年度 

   令和７年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理。た

だし、必要に応じて令和６年度も対象としました。 

 

４ 監査の着眼点 

  監査に当たっては、リスクアプローチの手法により、リスクを評価した上で、

財務に関する事務については、関係法令に適合し、正確に行われているか、経営

に係る事業の管理については、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、組織

及び運営の合理化について努めているかに主眼を置くとともに、下記の項目を監

査重点大項目として定めました。 

(1) 補助金等交付事務 

(2) 契約事務 

(3) 財産管理事務 

(4) 債権管理事務 

(5) 現金取扱事務 

(6) 雇用管理事務 

 

５ 監査の実施内容 

  財務執行や歳入・歳出状況等あらかじめ提出を求めた監査資料に基づき、所属

長から概要聴取と質疑等を行いました。また、関係書類、諸帳簿等を抽出により

調査するとともに、関係職員から説明を聴取するなどの方法により実施しました。 

 

６ 監査期間 

令和７年１１月２１日から令和８年１月１６日まで 

 

７ 監査の結果 

  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査の対象とな

った事務が監査基準第１５条第２項第１号に規定する、法令に適合し、正確に行わ



れ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努め

ているかについては、おおむね適正に行われていると認められましたが、次に記載

のとおり改善を要する事項がありました。 

  なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、監査執行の際に各所属長

に対して改善等を指導しました。 

 

(1) 総務部秘書課（指摘事項１件） 

  ア  資金前渡の精算事務について（指摘事項） 

 各月の交際費の資金前渡において、翌月の５日までに精算命令書が作成さ

れていないものがあったほか、旅費の資金前渡においても債権者に対する支

払終了後５日以内に精算命令書が作成されていないものがあった。 

 財務規則第６８条第１項にのっとり適正な事務処理を行うよう改善された   

い。 

 

(2) 総務部職員課（指摘事項１件） 

  ア  契約事務について（指摘事項） 

 ｅラーニング研修委託業務の契約において、見積合わせを行うまでの期間、

予定価格調書を封筒に入れて保管しておらず秘密の保持が確保できていなか

った。   

 契約規則、契約事務取扱規程及び役務等業務委託契約事務マニュアルにの

っとり適正な事務処理を行うよう改善されたい。 

 

(3) 総務部文書法制課 

   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 

 

(4) 総務部契約監理課 

   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 

 

(5) 総務部防災危機管理課 

   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 

 

(6) 健康部保健総務課 

   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 

 

(7) 健康部健康増進課 

   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 

 

(8) 健康部保健予防課 

   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 



 

(9) 健康部衛生検査課 

   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 

 

(10) 健康部国民健康保険課 

    財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項は

なかった。 
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